
食品衛生法改正に伴い営業届出制度が創設され、令和３年６月１日から施行されます。 
この施行に伴い新たに手続きが必要になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」により 
届出※を行うことができます。 

食品衛生申請等システム 食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 

＜URL＞ ＜QR コード＞ ＜厚生労働省ホームページより＞ 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/
page/login.jsp 

 

TEL  ： ０８０―４９５３－０５６６ 
Mail ： TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp 

※営業する施設の区域を所管する保健所（裏面参照）でも届出を行うことができます。 

 １ 届出が必要な業種かチェックしてみましょう！ 

生きがいと健康づくりイメージキャラクター「ちゃっぴー」 

                            ©Shizuokaken 

・調理機能のある自動販売機を設置(自動洗浄ありかつ屋内設置) 
・給食を提供している（１回 20 食程度以上） 

菓子、パン、そうざい、弁当、食肉製品、乳製品、清涼飲料水、 
漬物、干物、規格の定められた添加物 等を製造している 

上記に該当しない製造や加工をしている 
例：いわゆる健康食品、食酢、ジャム、製菓材料、精穀 等 

厚労省 食品衛生システム 検索 

魚介類や食肉を加工（カットやパック詰め）し販売している 
例：鮮魚店、精肉店 

営業許可 
の対象です 

対象外 

営業許可 
の対象です 

・レストランを営業している 
・パンや菓子をテイクアウトで提供している 
・調理機能のある自動販売機を設置(自動洗浄なし又は屋外設置) 

上記に該当しないもの 

営業許可 
の対象です 

・農業・水産業で食品を採取している（出荷前の調整等） 
・食品・添加物の輸入・販売をしている 
・食品・添加物の貯蔵、運搬のみをしている（冷凍・冷蔵倉庫業を除く） 
・器具・容器包装の輸入・販売をしている 

届出対象 

届出対象 

対象外 

合成樹脂の器具・容器包装を製造している  

合成樹脂以外の器具・容器包装を製造している  対象外 

届出対象 

届出対象 

常温で長期保存が可能な食品のみ販売している 
例：カップ麺、スナック菓子、缶詰、レトルト食品の販売 

上記以外の食品の販売をしている 
例：牛乳、包装された肉や鮮魚、弁当、そうざい、野菜、果物 等 

届出対象  の施設は届出を行いましょう   ２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

名称 担当 電話番号 所管区域 

賀茂保健所 衛生薬務課 0558-24-2054 下田市、東伊豆町、南伊豆町、河津町、松崎町、西伊豆町 

熱海保健所 衛生薬務課 0557-82-9116 熱海市、伊東市 

東部保健所 
衛生薬務課 055-920-2102 沼津市、三島市、裾野市、伊豆の国市、清水町、長泉町、函南町 

修善寺支所 0558-72-2310 伊豆市 

御殿場保健所 衛生薬務課 0550-82-1223 御殿場市、小山町 

富士保健所 衛生薬務課 0545-65-2154 富士市、富士宮市 

中部保健所 
衛生薬務課 054-644-9283 焼津市、藤枝市、島田市、川根本町 

榛原分庁舎 0548-22-1151 牧之原市、吉田町 

西部保健所 

衛生薬務課 0538-37-2245 磐田市、袋井市、森町 

掛川支所 0537-22-3262 掛川市、菊川市、御前崎市 

浜名分庁舎 053-401-0155 湖西市 

問合わせ先 

３  

４ HACCP （ハサップ） に沿った衛生管理に取り組みましょう 

静岡県食品衛生協会 検索 

食品衛生責任者を定めましょう ３ 

HACCP とは？ 

   HACCP とは食品の衛生管理手法のひとつです。 

 いつから、誰がやるの？ 

   令和３年６月１日から、原則すべての食品等事業者に取り組んでいただきます。 

 どうやってやるの？ 

  「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」を参考に、衛生管理計画の作成

と記録をしていただきます。食品等事業者団体が作成した業種別手引書は厚生労働省のホ

ームページで確認できます。 

 

食品衛生責任者とは？ 

施設の衛生管理（HACCP に沿った衛生管理）を行う人のことです 

 食品衛生責任者の要件は？  

調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格がある方、食品衛生責任者養成講習会を 

受講した方が該当します。 

 食品衛生責任者になるには？ 

都道府県知事が行う講習会又は都道府県知事が適正と認める講習会（食品衛生責任者 

養成講習会）を受講してください。静岡県では一般社団法人静岡県食品衛生協会が食 

品衛生責任者養成講習会を開催しております。詳しい日程等については、静岡県食品 

衛生協会のホームページをご覧ください。 
 

厚労省 HACCP手引書 検索 食品衛生法改正の 

リーフレットはこちら 


